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盆国立国会図書館

実写(三次元）

対象

創作(二次元）

規制内容

1.吉少

東京都･青少年健全育成条例

○個別指定のみ(緊急指定､包括指定､団
体指定の規定なし）
審議会の答申を経て知事が個別指定｡以下
の青少年の健全な育成を阻害するもの。
1.図書等で､内容が､青少年に対し著しく性

的感情を刺激し､甚だしく残虐性を助長し、
又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するもの

2.漫画､アニメ等(実写を除く)で､著しく社会

規範に反する性交等(刑罰法規に触れる性
交※1や近親相姦等)を､著しく不当に賛美し

又は誇張するように､描写し又は表現するこ
とにより､青少年の性に関する健全な判断能

のﾁ惨 げ もの

※1刑罰法規に触れる…強姦､強制わいせ

つ､児童買春､青少年健全育成条例の淫行
禁止規定などに触れる行為

･業者は指定図書類を青少年に対して販売

や貸付などをさせてはならない。
･業者は指定図書類を包装しなければならな
い。

･業者は指定図書類を区分陳列しなければ
ならない。

(指定されていない図書については販売･閲
覧等の制限の努力規定あり）
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条例等の倉I 二次元)喪貝希I

大阪府･青少年健全育成条例

○個別指定

審議会の答申を経て知事が個別指定次の青少年の
健全な成長を阻害するもの
1.青少年の性的感情を著しく刺激するもの

イロハ…陰部露出､全裸･半裸､性行為等
ニホ･･･変態性欲､近親相姦､強姦等

2.青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長するもの
3.青少年の犯罪を著しく誘発するおそれがあるもの

○緊急指定

緊急を要する場合は知事は審議会の諮問なしで有害
図書類の指定ができる。

○包括指定

書籍では全裸･半裸､性交などの描写が総数の10分の

1又は10ページ以上の場合は指定がなくても有害図書

となる。

○団体指定

知事指定団体(ビデ倫､ソフ倫､CERO､ソフ協､全審）

※2が青少年の閲覧等を不適当と認めたものは有害図
書類となる。

･業者は有害図書類を青少年に対して販売や貸付けな
どをさせてはならない。
･業者は有害図書類を区分陳列しなければならない。
包装は区分陳列の一様態
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調査及び立法考査局

行政法務調査室・課

児童ポルノ禁止法

1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交

類似行為に係る児童の姿態
2.他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の

性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を
興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であっ
て性欲を興奮させ又は刺激するもの

規制なし

提供､製造､提供目的所持などを処罰

ロ

出典:各自治体の条例､法律等による。

※2ビデ倫…日本ビデオ倫理協会､ソフ倫・･･コンピュータソフトウエア倫理機構､CERO･･･特定非営利活動法人ｺﾝピｭー ﾀエンターテインメントレーデイング機構
ソフ協…コンテンツ･ソフト協同組合､全審…全日本ビデオ倫理審査会 (担当:行政法務課長末）
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調査及び立法考査局

文教科学技術調査室，課

東京都青少年の健全な育成に関する条例について

1.:成立の経緯と歴史

▼成立の経緯

東京都では、1963年の10月に台東区中学校PTA連合会長からの請願という形で条例

制定への動きが見られ始めた。この背景には1963年秋に悪書追放運動が盛り上がった

ことが背景にあると言われている。その後、12月に請願が都議会本会議で採択され、

知事の付属機関として設置されている青少年問題協議会に条例制定についての諮問が

行われた。同協議会は1964年5月に、規制は最小限になるよう配慮すべきとしつつも

出版物の自主規制､優良出版物等の推奨､有害出版物等の指定を含む事項について何ら

かの措置がなされることが望ましいとする答申を行った｡答申を元に条例案が作成され

総務首都整備委員会に付託されたが、賛否両論が激しく対立し、都議会の会期延長の最

終日に提出された修正案が強行採決されることになった。

▼改正の経過

1964年

1992年

1997年

2001年

2004年

主な内容

・不健全図書の指定、青少年への頒布禁止。

指定は審議会の審議を経て行うものとし､立

入調査の後警告を行い､警告にした側に場合

にのみ罰則を設定

･図書類の定義規定に「ビデオテープ」及び

「ビデオディスク」を追加

・売春等処罰規定の設置

・図書類の定義規定に「コンピュータプログ

ラム又はデータを保存したCD-ROM等の電磁

記録媒体」を追加

・不健全図書の指定事由に「自殺・犯罪の誘

発」を追加

･指定図書類以外で青少年に見せるのがふさ

わしくないと発行者の指定した図書類(表示

図書類)の区別陳列義務化、指定図書の自動

販売機による販売禁止

・玩具、刃物等の青少年への販売制限

･指定図書類及び表示図書類の陳列の際の包

装義務
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背景とされるもの

･悪書追放運動

ビデオの普及

･援助交際の問題化

･パソコンの普及

・完全自殺マニュアルの流

行

・コンビニエンスストアで

の陳列の問題化

インターネットの普及

青少年の凶悪犯罪被害
’



会

2005年

2007年

2010年

･表示図書の自動販売機による販売の制限

･着用済み下着等の買い受け禁止

･性風俗関連業務への勧誘禁止

･青少年の深夜外出の制限

･カラオケ等の深夜立ち入りの制限

･買春の厳罰化

･規制発動の立入に際しての警察官の関与

・プロバイダ、インターネットカフェ、保護

者はフィルタリングに対するフィルタリン

グの努力義務

・青少年とのみだらな性交の禁止、違反者に

厳罰(青少年は免責）

･インターネット事業者の、契約の際のフィ

ルタリングサービス勧奨の努力義務

・漫画やアニメーション等の画像のうち、反

社会的または近親問の性交等を不当に賛美、

誇張しているものについて、出版者、販売業

者が青少年の販売閲覧制限を行う努力義務

･知事による上記の漫画等の不健全図書指定

権の設定

・1年に6回以上不健全指定を受けた図書類

を発行する業者に知事が措置を勧告し、さら

にその後6カ月以内に指定を受けた場合は

その旨を公表する権利の設定

・保護者に対する13歳未満の者に対する児

童ポルノからの保護の努力義務

・13歳未満の者を性欲の対象として扱った

図書類を販売した保護者または業者に対し

知事が指導、助言、説明を求める権利の設定

,Z成立時と2010年改正時の論点

▼成立時の論点

・行政が窓意的に解釈を拡大可能な文言

▼2010年改正時の論点

･行政が窓意的に解釈を拡大可能な文言

･児童ポルノ禁止法との関係
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･インターネットの普及

･携帯電話の普及

・携帯電話によるインター

ネット利用の拡大

・インターネットにおける

児童ポルノの蔓延
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(架空のキャラクターを規制するか、単純所持を規制する”

・権力の家庭への介入

・都民への努力義務の設定

ぷ成立後事件となった事例

2010年以降、不健全図書の指定は183件行われています。

指定は青少年に容易に入手可能な販売状況にあるものに対して行われ､審議会での審

議を経て指定されます｡不健全図書に指定された図書は青少年が閲覧することが適当で

ない表示を行うよう勧告され、包装、他の本と隔離して陳列されることになります。

担当；文教科学技術課瀬上
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